
 

 

見 積 競 争 公 告 

 

次のとおり見積競争に付します。 

 

平成２５年１月１１日 

  全国健康保険協会       

理事長  小 林   剛   

１ 調達内容 

(1) 調達件名及び数量 

船員保険業務案内リーフレットの制作等業務一式 １０，０００部 

(2) 仕様等 

仕様書による。 

(3) 履行期限 

  平成２５年３月２９日（金） 

(4) 納品場所 

  全国健康保険協会が指定する１６３ヶ所（詳細は仕様書による） 

(5) 見積競争方法 

見積金額は総価とする。 

見積書を提出期限内に提出し、最低価格をもって見積書を提出した者を契約の相手

方とする。落札決定に当たっては、見積書に記載された金額をもって落札判定を行う

ので、参加者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、

見積もった金額の 105分の 100に相当する金額を見積書に記載すること。 

２ 見積書の提出場所等 

(1) 見積書提出先及び仕様書配付場所 

〒102-8575 東京都千代田区九段北４－２－１ 

全国健康保険協会 経理グループ 担当 中澤 尚弘 

電話 03-5212-8214 

（仕様書はホームページ上でダウンロードできます。） 

（2）仕様書の内容に関する問い合わせ先 

全国健康保険協会船員保険部 船員保険企画グループ 

担当 轟、一柳 電話 03-6862-3061 

(3) 見積書提出期限 

日   時 平成２５年１月２１日（月） 午前１１時００分 

３ その他 

(1) 見積書には、事業所名・代表者名を記載し、代表者印を押印し、全国健康保険協会

宛て提出すること。記載漏れ、押印漏れ又は判読不能のものは無効とする。 

(2) 提出後の見積書の差替え、変更又は取消しをすることはできない。 

(3) 見積結果は当協会受付前に掲示する。 

決定業者には別途、電話又はメールで連絡することとする。 



仕 様 書 

 

品 名 船員保険業務案内リーフレット 

紙 質  マットコート１１０kg（四六版） 

用紙地色  白 

刷 色 両面４色刷 

仕上がりサイズ 

 Ａ４仕上げ・巻き３つ折り（６ページもの） 
 

  

両面／片面 両面印刷 

製 本 なし 

数 量 10,000部 

梱 包 

送付先一覧表（別紙）の送付先ごとに梱包。リーフレット名、

数量、送付先名、製造年月、納品業者名を記載したラベル等を貼

付し、明記すること。なお、送付にあたっては送付状（協会より

データ提供）をそれぞれ挿入すること。 

納 期 平成 25年 3月 29日（金） 

納品場所 協会が指定する場所（別紙のとおり） 

サンプル品  作成数量とは別に１０部を校正担当へ納品すること。 

1cmカットする 



リーフレットの 

制作 

・原稿については、業者決定後に協会より電子データで引き渡すこ

ととし、レイアウト、デザイン等を行う。 

・内容について、協会における審査に合格することを要件とし、修

正等の指示に従うこと。 

・色校正は、実際に印刷する場合と同じ条件下で作成したサンプル

品により行うこと。 

その他 

・リーフレットの制作（レイアウト、デザイン、校正等）から印刷、

仕上げ（折）、梱包、発送まで行うものとする。 

・版権は全国健康保険協会に帰属するものし、電子媒体（印刷増し

用のインデザイン等及びホームページ掲載用のＰＤＦ）も納品す

るものとする。 

・この仕様書の内容（校正原稿作成、サンプル品及び原稿の変更、

納品等）にかかる全てを経費として見込むこと。 

・納品物に重大な欠陥があった場合は、受託者の責任において速や

かに交換すること。 

・この仕様書に記載されていない事項については、その都度校正担
当と協議すること。 

担 当 
船員保険部 船員保険企画グループ 轟・一柳 

連絡先 03-6862-3061 

 



（別紙）

1 北海道労働局 060-8566
札幌市北区北８条西２丁目１番１号
札幌第１合同庁舎

460

2 青森労働局 030-8558
青森市新町２－４－２５
青森合同庁舎

140

3 岩手労働局 020-8522
盛岡市盛岡駅西通１丁目９番１５号
盛岡第２合同庁舎５F

50

4 宮城労働局 983-8585
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

150

5 秋田労働局 010-0951
秋田市山王７丁目１番３号
秋田合同庁舎

50

6 山形労働局 990-8567
山形市香澄町３丁目２番１号
山交ビル３階

50

7 福島労働局 960-8021
福島市霞町１－４６
福島合同庁舎５F

70

8 茨城労働局 310-8511
水戸市宮町１丁目８－３１
茨城労働総合庁舎

70

9 栃木労働局 320-0845
宇都宮市明保野町１番４号
宇都宮第２地方合同庁舎

10

10 群馬労働局 371-8567
前橋市大渡町１丁目１０番７号
群馬県公社総合ビル９F

10

11 埼玉労働局 330-6016
さいたま市中央区新都心１１番地２
明治安田生命さいたま新都心ビル　ランド・アクシス・タ
ワー１５F

10

12 千葉労働局 260-8612
千葉市中央区中央４丁目１１番１号
千葉第２地方合同庁舎

120

13 東京労働局 102-8305
千代田区九段南１－２－１
九段第三合同庁舎１４階

200

14 神奈川労働局 231-8434
横浜市中区北仲通５丁目５７番地
横浜第２合同庁舎

130

15 新潟労働局 950-8625
新潟市中央区美咲町１－２－１
新潟美咲合同庁舎２号館

50

16 富山労働局 930-8509
富山市神通本町１丁目５番５号
富山労働総合庁舎

40

17 石川労働局 920-0024
金沢市西念３丁目４番１号
金沢駅西合同庁舎5階

70

18 福井労働局 910-8559
福井市春山１丁目１番５４号
福井春山合同庁舎

40

19 山梨労働局 400-8577 甲府市丸の内１丁目１番１１号 10

20 長野労働局 380-8572 長野市中御所１丁目２２－１ 10

21 岐阜労働局 500-8723
岐阜市金竜町５丁目１３番地
岐阜合同庁舎３F

10

22 静岡労働局 420-8639
静岡市葵区追手町９番５０号
静岡地方合同庁舎３階

160

23 愛知労働局 460-8507
名古屋市中区三の丸２丁目５番１号
名古屋合同庁舎第２号館

100

24 三重労働局 514-8524
津市島崎町３２７番２
津第２地方合同庁舎

100

船員保険業務案内リーフレット送付先一覧表

通番 送付先名称 郵便番号 住所 冊数



船員保険業務案内リーフレット送付先一覧表

通番 送付先名称 郵便番号 住所 冊数

25 滋賀労働局 520-0057 大津市御幸町６番６号 10

26 京都労働局 604-0846 京都市中京区両替町通御池上ル金吹町４５１ 30

27 大阪労働局 540-8527
大阪市中央区大手前４丁目１番６７号
大阪合同庁舎第２号館８F

270

28 兵庫労働局 650-0044
神戸市中央区東川崎町１丁目１番３号
神戸クリスタルタワー１４F

290

29 奈良労働局 630-8570
奈良市法蓮町３８７
奈良第３地方合同庁舎

10

30 和歌山労働局 640-8581
和歌山市黒田二丁目3番3号
和歌山労働総合庁舎

60

31 鳥取労働局 680-8522 鳥取市富安２丁目８９-９ 70

32 島根労働局 690-0841
松江市向島町１３４番１０
松江地方合同庁舎５Ｆ

100

33 岡山労働局 700-8611
岡山市北区下石井１丁目４番１号
岡山第２合同庁舎

120

34 広島労働局 730-8538
広島市中区上八丁堀６番３０号
広島合同庁舎２号館

310

35 山口労働局 753-8510
山口市中河原町６番１６号
山口地方合同庁舎２号館

230

36 徳島労働局 770-0851
徳島市徳島町城内６番地６
徳島地方合同庁舎

140

37 香川労働局 760-0019
高松市サンポート３番３３号
高松サンポート合同庁舎３階

100

38 愛媛労働局 790-8538
松山市若草町４番地３
松山若草合同庁舎６Ｆ

400

39 高知労働局 780-8548 高知市南金田１番３９ 100

40 福岡労働局 812-0013
福岡市博多区博多駅東２丁目１１番１号
福岡合同庁舎新館５Ｆ

210

41 佐賀労働局 840-0801
佐賀市駅前中央３丁目３番２０号
佐賀第２合同庁舎

40

42 長崎労働局 850-0033
長崎市万才町７－１
住友生命長崎ビル３階

290

43 熊本労働局 860-8514
熊本市春日2－10－1
熊本地方合同庁舎9階

130

44 大分労働局 870-0037
大分市東春日町１７番２０号
大分第２ソフィアプラザビル３F

100

45 宮崎労働局 880-0805 宮崎市橘通東3丁目1番22号 宮崎合同庁舎 130

46 鹿児島労働局 892-8535
鹿児島市山下町１３番２１号
鹿児島合同庁舎

150

47 沖縄労働局 900-0006
那覇市おもろまち２丁目１番１号
那覇第２地方合同庁舎３Ｆ

90

5,490内　計



船員保険業務案内リーフレット送付先一覧表

通番 送付先名称 郵便番号 住所 冊数

48 函館年金事務所 040-8555 函館市千代台町２６－３ 60

49 釧路年金事務所 085-8502 釧路市栄町９－９－２ 110

50 室蘭年金事務所 051-8585 室蘭市海岸町１－２０－９ 10

51 小樽年金事務所 047-8666 小樽市富岡１－９－６ 50

52 北見年金事務所 090-8585 北見市高砂町２－２１ 20

53 稚内年金事務所 097-8510 稚内市末広４－１－２８ 40

54 留萌年金事務所 077-8533 留萌市大町３ 30

55 苫小牧年金事務所 053-8588 苫小牧市若草町２－１－１４ 30

56 青森年金事務所 030-8554
青森市中央１－２２－８
青森第一生命ビルディング １・２階

40

57 八戸年金事務所 031-8567 八戸市城下４－１０－２０ 30

58 宮古年金事務所 027-8503 宮古市太田１－７－１２ 20

59 仙台東年金事務所 983-8558 仙台市宮城野区宮城野３－４－１ 70

60 秋田年金事務所 010-8565 秋田市保戸野鉄砲町５－２０ 20

61 鶴岡年金事務所 997-8501 鶴岡市錦町２１－１２ 20

62 平年金事務所 970-8501 いわき市平字童子町３－２１ 40

63 相馬年金事務所 976-8510 相馬市中村字桜ヶ丘６９ 20

64 水戸南年金事務所 310-0817 水戸市柳町２－５－１７ 40

65 千葉年金事務所 260-8503 千葉市中央区中央港１－１７－1 50

66 新宿年金事務所 169-8601 新宿区大久保２－１２－１ ４･５階 90

67 横浜中年金事務所 231-0012 横浜市中区相生町２－２８ 70

68 新潟東年金事務所 950-8552 新潟市中央区新光町１－１６ 30

69 富山年金事務所 930-8571 富山市牛島新町７－１ 20

70 金沢北年金事務所 920-8691 金沢市三社町１－４３ 50

71 福井年金事務所 910-8506 福井市手寄２－１－３４ 30



船員保険業務案内リーフレット送付先一覧表

通番 送付先名称 郵便番号 住所 冊数

72 静岡年金事務所 422-8668 静岡市駿河区中田２－７－５ 80

73 熱田年金事務所 456-8567 名古屋市熱田区伝馬２－３－１９ 50

74 津年金事務所 514-8522 津市桜橋３－４４６－３３ 40

75 尾鷲年金事務所 519-3692 尾鷲市林町２－２３ 30

76 舞鶴年金事務所 624-8555 舞鶴市南田辺５０－８ 20

77 大手前年金事務所 541-0056
大阪市中央区久太郎町２－１－３０
船場ダイヤモンドビル ６～８階

100

78 三宮年金事務所 650-0033
神戸市中央区江戸町９３
 ３･４階

140

79 奈良年金事務所 630-8512 奈良市芝辻町４－９－４ 10

80 和歌山西年金事務所 641-0035 和歌山市関戸２－１－４３ 20

81 鳥取年金事務所 680-0846 鳥取市扇町１７６ 30

82 米子年金事務所 683-0805 米子市西福原２－１－３４ 20

83 松江年金事務所 690-8511 松江市東朝日町１０７ 30

84 浜田年金事務所 697-0017 浜田市原井町９０８－２６ 10

85 出雲年金事務所 693-0021 出雲市塩冶町１５１６－２ 30

86 岡山東年金事務所 703-8533 岡山市中区国富２２８ 60

87 広島南年金事務所 734-0007 広島市南区皆実町１－４－３５ 150

88 山口年金事務所 753-8651 山口市吉敷下東１－８－８ 110

89 徳島南年金事務所 770-8054 徳島市山城西４－４５ 70

90 高松西年金事務所 760-8553 高松市錦町２－３－３ 50

91 松山西年金事務所 790-8512 松山市南江戸３－４－８ 40

92 今治年金事務所 794-8515 今治市別宮町６－４－５ 90

93 宇和島年金事務所 798-8603 宇和島市天神町４－４３ 50

94 新居浜年金事務所 792-8686 新居浜市庄内町１－９－７ 20

95 高知東年金事務所 780-8556 高知市桟橋通４－１３－３ 50



船員保険業務案内リーフレット送付先一覧表

通番 送付先名称 郵便番号 住所 冊数

96 博多年金事務所 812-8540 福岡市博多区博多駅東３－１５－２３ 100

97 佐賀年金事務所 849-8503 佐賀市八丁畷町１－３２ 20

98 長崎南年金事務所 850-8533 長崎市金屋町３－１ 90

99 佐世保年金事務所 857-8571 佐世保市稲荷町２－３７ 50

100 本渡年金事務所 863-0033 天草市東町２－２１ 60

101 大分年金事務所 870-0997 大分市東津留２－１８－１５ 50

102 宮崎年金事務所 880-8588 宮崎市天満２－４－２３ 40

103 延岡年金事務所 882-8503 延岡市大貫町１－２９７８－２ 20

104 鹿児島北年金事務所 892-8577 鹿児島市住吉６－８ 70

105 浦添年金事務所 901-2121 浦添市内間３－３－２５ 50

106 日本年金機構　本部 168-8505 東京都杉並区高井戸西３－５－２４ 10

107
日本年金機構

北海道ブロック本部
003-8576

札幌市白石区東札幌３条１－１
コンベンションゲートウェイビル６階

5

108
日本年金機構

東北ブロック本部
980-0013 仙台市青葉区花京院１－１－２０ 5

109
日本年金機構

北関東・信越ブロック本部
330-9507 さいたま市浦和区北浦和５－５－１ 5

110
日本年金機構

南関東ブロック本部
169-8012 新宿区大久保２－１２－１ 5

111
日本年金機構

中部ブロック本部
460-8565

名古屋市中区錦3-20-7
御幸ビル8階

5

112
日本年金機構

近畿ブロック本部
541-0053

大阪市中央区本町3-4-8
東京建物本町ビル７階

5

113
日本年金機構

中国ブロック本部
730-8654

広島市中区中島町３－２５
ニッセイ平和公園ビル６階

5

114
日本年金機構

四国ブロック本部
760-0023

高松市寿町２－１－１
高松第一生命ビルディング新館２階

5

115
日本年金機構

九州ブロック本部
812-8534

福岡市博多区博多駅前１－５－１
カーニープレイス博多２階

5

2,895

116
全国健康保険協会

北海道支部
060-8524

札幌市北区北７条西４－３－１
新北海道ビル

80

117
全国健康保険協会

青森支部
030-8552

青森市長島２－２５－３
ニッセイ青森センタービル

30

118
全国健康保険協会

岩手支部
020-8508

盛岡市中央通１－７－２５
朝日生命盛岡中央通ビル

20

内　計



船員保険業務案内リーフレット送付先一覧表

通番 送付先名称 郵便番号 住所 冊数

119
全国健康保険協会

宮城支部
980-8561 仙台市青葉区国分町３－６－１ 仙台パークビル 30

120
全国健康保険協会

秋田支部
010-8507 秋田市川元山下町５－２１ 20

121
全国健康保険協会

山形支部
990-8587 山形市幸町１８－２０ ＪＡ山形市本店ビル 20

122
全国健康保険協会

福島支部
960-8546 福島市栄町６－６ ＮＢＦユニックスビル 20

123
全国健康保険協会

茨城支部
310-8502 水戸市南町３－４－５７ 水戸セントラルビル 20

124
全国健康保険協会

栃木支部
320-8514

宇都宮市大通り１－４－２２
住友生命宇都宮第２ビル

10

125
全国健康保険協会

群馬支部
371-8516 前橋市本町２－２－１２ 前橋本町スクエアビル 10

126
全国健康保険協会

埼玉支部
330-8686

さいたま市大宮区土手町１－４９－８
Ｇ・Ｍ大宮ビル

10

127
全国健康保険協会

千葉支部
260-8645

千葉市中央区富士見２－２０－１
日本生命千葉ビル

20

128
全国健康保険協会

東京支部
164-8540 中野区中野４－１０－２　中野セントラルパークサウス 20

129
全国健康保険協会

神奈川支部
240-8515

横浜市保土ヶ谷区神戸町１３４
横浜ビジネスパークイーストタワー

20

130
全国健康保険協会

新潟支部
950-8613

新潟市中央区弁天３－２－３
 ニッセイ新潟駅前ビル

20

131
全国健康保険協会

富山支部
930-8561 富山市奥田新町８－１ ボルファートとやま 20

132
全国健康保険協会

石川支部
920-8767 金沢市南町４－５５ 住友生命金沢ビル 20

133
全国健康保険協会

福井支部
910-8541 福井市大手３－４－１ 福井放送会館 20

134
全国健康保険協会

山梨支部
400-8559

甲府市丸の内３－３２－１２
甲府ニッセイスカイビル

10

135
全国健康保険協会

長野支部
380-8583

長野市南長野西後町１５９７－１
長野朝日八十二ビル

10

136
全国健康保険協会

岐阜支部
500-8667 岐阜市橋本町２－８ 濃飛ニッセイビル 10

137
全国健康保険協会

静岡支部
420-8512 静岡市葵区呉服町1－1－2 静岡呉服町スクエア 30

138
全国健康保険協会

愛知支部
461-8515

名古屋市東区葵１－１３－８
アーバンネット布池ビル

20

139
全国健康保険協会

三重支部
514-1195 津市栄町4-255 津栄町三交ビル 20

140
全国健康保険協会

滋賀支部
520-8513 大津市梅林１－３－１０ 滋賀ビル 10

141
全国健康保険協会

京都支部
604-8508

京都市中京区烏丸通六角下ル七観音町６３４
カラスマプラザ２１

10

142
全国健康保険協会

大阪支部
550-8510 大阪市西区靱本町１－１１－７　信濃橋三井ビル 70



船員保険業務案内リーフレット送付先一覧表

通番 送付先名称 郵便番号 住所 冊数

143
全国健康保険協会

兵庫支部
651-8512 神戸市中央区御幸通６－１－１２ 三宮ビル東館 70

144
全国健康保険協会

奈良支部
630-8535 奈良市大宮町７－１－３３ 奈良センタービル 10

145
全国健康保険協会

和歌山支部
640-8516 和歌山市六番丁５ 和歌山第一生命ビル 20

146
全国健康保険協会

鳥取支部
680-8560 鳥取市扇町５８ ナカヤビル 20

147
全国健康保険協会

島根支部
690-8531 松江市学園南１－２－１ くにびきメッセ 30

148
全国健康保険協会

岡山支部
700-8506 岡山市北区本町６－３６ 第一セントラルビル 30

149
全国健康保険協会

広島支部
732-8512

広島市東区光町１－１０－１９
日本生命広島光町ビル

80

150
全国健康保険協会

山口支部
754-8522 山口市小郡下郷３１２－２ 山本ビル第３ 60

151
全国健康保険協会

徳島支部
770-8541 徳島市沖浜東３－４６ Ｊビル西館 40

152
全国健康保険協会

香川支部
760-8564 高松市鍛冶屋町３ 香川三友ビル 30

153
全国健康保険協会

愛媛支部
790-8546

松山市三番町７－１－２１
ジブラルタ生命松山ビル

100

154
全国健康保険協会

高知支部
780-8501 高知市本町４－２－４０ ニッセイ高知ビル 30

155
全国健康保険協会

福岡支部
812-8670

福岡市博多区上呉服町１０－１
博多三井ビルディング

60

156
全国健康保険協会

佐賀支部
840-8560 佐賀市駅南本町６－４ 佐賀中央第一生命ビル 10

157
全国健康保険協会

長崎支部
850-8537 長崎市大黒町９－２２ 大久保大黒町ビル本館 70

158
全国健康保険協会

熊本支部
862-8520 熊本市水前寺１－２０－２２ 水前寺センタービル 30

159
全国健康保険協会

大分支部
870-8570 大分市東春日町１－１ ＮＳ大分ビル 30

160
全国健康保険協会

宮崎支部
880-8546 宮崎市橘通東１－７－４ 第一宮銀ビル 30

161
全国健康保険協会

鹿児島支部
892-8540 鹿児島市加治屋町１８－８ 三井生命鹿児島ビル 40

162
全国健康保険協会

沖縄支部
900-8512 那覇市旭町１１４－４ おきでん那覇ビル 20

163
全国健康保険協会

船員保険部
102-8016 千代田区富士見2-7-2　ステージビルディング14階 205

1,615

10,000

内　計

計



私たちの海運と水産を支える

船員とご家族みなさまの船員とご家族みなさまの
健康と福祉を全力で支援し健康と福祉を全力で支援しますます

職務外の事由により病気やけがをした場合の給付、
船員労働の特性に応じた独自の給付を行っています。

船員保険

〒102-8016 東京都千代田区富士見2-7-2
ステージビルディング14階

0570-300-800
03-6862-3060（IP電話・PHSご利用の方）
平日9：00～17：45（土・日・祝日・年末年始（12/29~1/3）を除く）

●全国健康保険協会  船員保険部
　http://www.kyoukaikenpo.or.jp/15.html 検索船員保険部

ホームページのご案内

H23.11

全国健康保険協会ホーム〉船員保険

● 年度当初に、船員保険情報センターから船舶所有者様
宛に受診券をお送りします。船舶所有者様よりお受け
取りください。
　 （疾病任意継続被保険者の方には、受診券をご自宅にお
送りします）

【新たに被保険者になられた方、受診券を紛失された方】
申込書※1に必要事項を記載し、保険証の写しを添付の
上、船員保険情報センターまで郵送かFAXでお送りく
ださい。

① 受診券の受取り

● 受け取った受診券で、生活習慣病予防健診を受診することが
できます。受診を希望する健診機関に予約をしてください。

② 健診機関※2に予約

生活習慣病予防健診（ご本人）お申込の流れ

● 年度当初に、船員保険情報センターから船舶所有者様
宛に受診券をお送りします。被保険者の方を通じてお
受け取りください。
　 （疾病任意継続被保険者の方のご家族には、受診券をご
自宅にお送りします）

【新たに被扶養者になられた方、受診券を紛失された方】
申込書※1に必要事項を記載し、保険証の写しを添付の
上、船員保険情報センターまで郵送かFAXで直接お送
りください。

① 受診券の受取り

特定健康診査（ご家族）お申込の流れ

● 受け取った受診券で、特定健康診査を受診することがで
きます。受診を希望する健診機関に予約をしてください。

② 健診機関※2に予約

財団法人　船員保険会 船員保険情報センター
http://www.sempos.or.jp

〒 240-0066　神奈川県横浜市保土ヶ谷区釜台町 43-2

TEL 045-335-3931　FAX 050-3156-0501

ついて

※生活習慣病予防健診・特定健康診査の実施に関する事務は、財団法人船員保険会に委託しています。

船員保険では

健診と保健指導で加入者とご家族みなさまの
健康をバックアップします。

　全国健康保険協会船員保険部では、加入者のみなさまの健康増進を図るために、健診や保健指導などの
保健事業を実施しています。みなさまの病気の早期発見・予防のために1年に１回は健診を受けましょう。

健診の種類 主な検査内容 対象者 受診者負担上限額

一般健診

6,425円

一般健診
（巡回健診車の場合） 4,610円

総合健診
眼圧検査や肺機能検査、腹
部超音波検査など、一般健
診より精密な健診です。

11,236円

眼底検査 眼底カメラ 40歳以上の方（医師が必要
と判断した場合のみ実施） 76円

ＨＣＶ抗体検査 ＨＣＶ抗体検査
ＨＢｓ抗原検査

過去にこの検査を受けたこ
とがない希望者のみ実施 441円

子宮細胞診検査 膣指膏顕微鏡検査
（スメア式）

当該年度において偶数年齢
に達する希望者 630円

         乳房エックス線
         検査（一方向） 内外斜位方向撮影 当該年度において50歳以上

の偶数年齢に達する希望者 1,036円

         乳房エックス線
         検査（ニ方向）

内外斜位方向撮影
頭尾方向撮影

当該年度において40歳以上
50歳未満の偶数年齢に達す
る希望者

1,610円

健診の種類 主な検査内容 対象者 最高補助額※

基本的な健診
・問診（喫煙歴・服薬歴等）
・診察（聴打診等）
・身体計測
・血圧測定
・血中脂質検査
・肝機能検査
・尿検査 (尿糖・尿蛋白 )

5,400円

詳細な健診 貧血検査
心電図検査
眼底検査（両眼）

3,400円

・問診（喫煙歴・服薬歴等）
・診察（聴打診等）
・血圧測定
・身体計測
・視力検査
・聴力測定
・心電図検査
・尿検査
・便潜血反応検査  （原則２日法）
・胸部・胃部レントゲン
・血液検査　など

今年度35歳以上
75歳未満の方

生活習慣病予防健診（ご本人）

特定健康診査（ご家族）

※がん検診（胃がん、乳がん、子
宮がん等）については、船員保険
では実施しませんので、ご希望の場
合は、居住されている市区町村が
実施する制度等をご利用ください。

今年度40歳以上
75歳未満の方
（今年度で75歳を迎える方は、誕
生日から後期高齢者医療制度の加
入者となりますので、誕生日の前
日までに受診を終えていただく必
要があります。

※健診費用総額から補助額を引いた額が受診者負担額になります。受診者負担額は、指定実施機関にご確認ください。

特定保健指導

一
般
健
診・総
合
健
診
と
セ
ッ
ト
で
の
受
診

診察や尿、血液を採取して
の検査、胸や胃のレントゲ
ン検査など全般的な検査を
行います。

（医師が必要と判断した場合のみ実施）

健診後、メタボリック
シンドロームに着目し、
生活習慣の改善が必要
な方に保健指導を行っ
ています。

お申込方法

・船員保険情報セン
ターより、船員保険
特定保健指導利用券
が対象の方に交付さ
れます。

・特定保健指導は、船
員保険会の指定実
施機関で受けられま
す。

指定実施機関は船員保険
会ホームページでご確認
いただくか、船員保険情
報センターにお問い合わ
せください。

健診・保健指導のお申込・お問合せ先

※ 1 生活習慣病予防健診・特定健康診査などの申込書は、船員保険会ホームページからダウンロードできます。
※ 2 受診できる健診機関は、船員保険会ホームページでご確認いただくか、船員保険情報センターまでお問い合わせください。



　船員保険では、乗船中に発生した職務外の病気やけがに限り、下船した日から3ヵ月後（下船後三月満
了年月日※）までは、医療機関に「船員保険療養補償証明書」を提出することにより、自己負担なしで療
養を受けることができます。

下船後の療養補償の対象とならないもの

●乗船前から医療機関で治療を受けている病気やけが

● 乗船中に発病した病気やけがで、すでに療養補償証明書を使用して受診し、一度「下船後三月満了年月日」
を過ぎているもの

●自宅で発生した病気やけが

●乗船前に受けた健康診断でわかった病気の療養を下船後に受ける場合

● 歯（虫歯や歯周病等）の治療（ただし、長期間（1年以上操業・航海している遠洋マグロ漁船等）に継
続して乗船しているものについては、対象となります。）

船員保険の保険給付はどんなときに、
どれくらい？

◆職務外の病気やけが等で受けられる給付の種類

給付の種類 給付される場合 給付額

療養の給付 病気やけがで
必要な医療を受けたとき

療養費 立替払いをしたときなど

下船後の
　療養補償※6

乗船中に、
病気やけがをしたとき

＜療養に関する費用の給付割合＞
下船日から３カ月目の末日までの間は、自己負担なしで療養を受けることができます。
＊医療機関に療養補償証明書を提出する必要があります。

高額療養費

高額介護
合算療養費

医療費が高額
になったとき
●１カ月間の医療費自己負担に
ついて限度額を超える額を支
給します。

（介護保険の自己負担分との合
計額が著しく高額になったと
きは、高額介護合算療養費が
支給される場合があります。）

傷病手当金 病気やけがで仕事を休み
給与が受けられないとき

１日につき標準報酬日額の３分の２を、
３年の範囲で支給

出産手当金 出産のため仕事を休み
給与が受けられないとき

１日につき標準報酬日額の３分の２を、
妊娠の判明した日から、出産の日後56日の範囲で支給

出産育児一時金 妊娠４か月以上で
出産したとき

１児につき420,000円※2
「直接支払制度」を利用することで、出産育児一時金の請求手続きは医療機関等が行い、医療
機関等での窓口負担を軽減することができます。

葬祭料 死亡したとき 50,000円※３
葬祭料付加金 （被保険者の資格喪失時の標準報酬月額２カ月分※4－ 50,000円）※5

その他
※１　同一世帯で1年間（直近12カ月）に３回以上高額療養費の支給を受けている場合に、４回目から自己負担限度額が＜　＞の金額に変わります。（多数回該当）
※２　ただし、妊娠22週未満または産科医療補償制度に加入していない医療機関において出産した場合は、390,000円。
※３　死亡した方に家族がいない場合は、葬祭を行った人に50,000円の範囲で実際に葬祭に要した費用。
※４　家族（被扶養者）の方が死亡した場合は１．４カ月分。（家族葬祭料付加金）
※5　死亡した方に家族がいない場合は、葬祭を行った人に標準報酬月額の2ヵ月分の範囲で実際に葬祭に要した費用から葬祭料の額を控除した額。

義務教育就学前 ８割（患者負担２割）

70歳未満 ７割（患者負担３割）

一般 ９割（患者負担１割）
現役並み所得者 ７割（患者負担３割）

70歳以上

＜療養に要する費用の給付割合＞

＊現役並み所得者とは標準報酬月額 28万円以上の人

上位所得者 150,000円＋［（総医療費－500,000円）×１％］
＜多数回該当※１：83,400円＞

一般 80,100円＋［（総医療費－267,000円）×１％］
＜多数回該当※１：44,400円＞

低所得者 35,400円＜多数回該当※１：24,600円＞

所得区分 個人単位
（外来のみ） 世帯単位（外来＋入院）

現役並み
所得者 44,400円 80,100円＋［（総医療費－267,000円）×１％］

＜多数回該当※１：44,400円＞

一般 12,000円 44,400円

低所得者Ⅱ 24,600円

低所得者Ⅰ 15,000円8,000円

＜ 70歳未満の同一月内の自己負担限度額＞

＊上位所得者とは標準報酬月額53万円以上の人
＊低所得者とは住民税非課税世帯

＜ 70歳以上の同一月内の自己負担限度額＞

＊現役並み所得者とは標準報酬月額28万円以上の人であって、かつ収入が夫婦世帯520万円以上、
単身世帯では383万円以上の世帯の被保険者およびその被扶養者

＊低所得者Ⅱとは住民税非課税世帯
＊低所得者Ⅰとは住民税非課税世帯で年金収入80万円以下等

保険外併用療養費、訪問看護療養費、入院時食事療養費、入院時生活療養費、移送費

１　傷病手当金・出産手当金の支給に際し、報酬との調整が行われます。
２　家族（被扶養者）の方は、下船後の療養補償と傷病手当金・出産手当金の給付はありません。
３　疾病任意継続被保険者の方は、傷病手当金の給付については一定の要件が必要となります。

（  ）
◆職務上の病気やけが等で受けられる給付の種類（独自給付）

給付の種類 給付される場合 給付額

休業手当金 職務上の事由による病気やけがで
仕事を休み、給与が受けられないとき

①最初の日から３日間　
　標準報酬日額の全額を支給
②4ヵ月以内の期間（①及び④を除く）　
　 標準報酬日額の４割（同一事由について労災保険から特別支給金の支給が行われる場合
は、特別支給金の額を控除した額）を支給
③療養を開始した日から１年６ヵ月を経過した日以後の期間（①及び④を除く）
　標準報酬日額から労災保険法に定める額を控除した額の６割を支給
④ ４ヵ月以内の期間であって、療養を開始した日から起算して１年６ヵ月を
経過した日以後の期間（①を除く）

　②及び③に定める額の合算額を支給

行方不明手当金 乗船中、行方不明になり
１ヵ月以上経過したとき

１日につき、標準報酬日額相当額
（行方不明となった日の翌日から３カ月の範囲内で支給）

その他年金など

職務上の事由による傷病で障害が残ったとき
障害年金、障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金
職務上の事由で死亡し、遺族がいるとき
遺族年金、遺族一時金、遺族年金差額一時金

1 平成 22年１月から、職務上による傷病の給付等については、労災保険で支給することとなりましたが、従前の船員保険による給付水
準と差が出ることがあります。それを埋めるために設けられています。（船員保険の独自給付）

2 行方不明手当金以外は、労災保険にかかる上乗せ給付になります。上乗せ給付分は、労災保険から同一の事由により同様の給付がなけ
れば支給されません。上乗せ給付がある保険給付については、労働基準監督署と全国健康保険協会船員保険部の双方に請求を行って
ください。

ご注意ください

!

ご注意ください

!

※6

下船後の療養補償

※下船後三月満了年月日
「下船後三月満了年月日」は、下船日から３ヶ月後の応答日の前日の属する月の末日までとなりますので、療養補償証明書の「下船後三月満了年月日」
欄には、必ずその年月日をご記入ください。

【国（社会保険庁）が実施】

船員保険制度

職務外疾病部門
【全国健康保険協会が実施】
適用・徴収業務は健康保険制度と同様に日本年金機
構で厚生年金保険と一体的に実施

独
自
給
付労災保険制度

【国（厚生労働省）が実施】
労災保険相当部分を船員保険制度から切り離
し、労災保険制度に統合

職務上疾病・年金部門

雇用保険制度

【国（厚生労働省）が実施】
雇用保険相当部分を船員保険制度から切り離し、
雇用保険制度に統合

失業部門

船員保険制度

職務外疾病部門
（健康保険相当部分）

失業部門
（雇用保険相当部分）

職務上疾病・年金部門
（労災保険相当部分＋独自給付）

届出先

全国健康
保険協会
船員保険部

地方運輸局
公共職業安定所

都道府県労働局
労働基準監督署

　全国健康保険協会船員保険部で受付する書類    日本年金機構　年金事務所で受付する書類

各種お手続き・提出先のご案内
全国健康保険協会船員保険部では、加入者のみなさまの保険給付、健診・保健指導等にかかる手続きを扱っています。
被保険者資格の取得・喪失、保険料の納付などの手続き（疾病任意継続被保険者に関することを除く。）は管轄の年金事
務所へご提出ください。

職務外疾病保険給付に関すること
●各種保険給付の申請書
（療養費、傷病手当金、出産手当金、出産育児一時金、高額療養費、下
船後の療養補償　など）

疾病任意継続被保険者に関すること
●疾病任意継続被保険者資格取得申出書
●疾病任意継続被保険者被扶養者（異動） 届　など

保険証の再交付に関すること
●船員保険被保険者証再交付申請書
●船員保険高齢受給者証再交付申請書

貸付事業に関すること
●高額医療費貸付・出産費貸付の申込書

船員保険の独自給付に関すること
●休業手当金支給申請書・行方不明手当金請求書　など
●障害年金・遺族年金　など

保健事業（健診等）に関すること※
●生活習慣病予防健診
●特定健康診査　
※ 健診の実施については、財団法人船員保険会に委託しています。（詳しくは次ページを
ご覧下さい）

船舶所有者に関すること
●新規適用届　●名称・所在地変更届　など

被保険者資格に関すること
●被保険者資格取得届　●被保険者資格喪失届
●被扶養者（異動）届　●被保険者標準報酬月額変更届
●被保険者賞与支払届　など

船舶所有者の保険料に関すること
●保険料口座振替納付（変更）申出書　など

厚生年金・国民年金に関すること
●各種年金請求書　など

都道府県労働局で受付する書類

労働保険料の届出・納付に関すること

労働基準監督署で受付する書類

労災保険の届出に関すること
職務上疾病・年金（労災保険の給付）に関すること
●平成22年1月1日以降に発生した職務上の病気やけがの補償　など

地方運輸局で受付する書類
雇用保険に関すること
●離職後、船員の求人を探す場合の失業給付　など

公共職業安定所で受付する書類

雇用保険に関すること
●離職後、船員以外の求人を探す場合の失業給付
●教育訓練給付、雇用継続給付（育児休業給付、介護休業給付）など

＜疾病任意継続被保険者になるためには、以下の条件が必要となります＞
（１）退職日（資格喪失日の前日）までに継続して２カ月以上の被保険者期間

があること
（２）退職日の翌日から20日以内（20日目が土日・祝日の場合は翌営業日）に、

全国健康保険協会船員保険部へ資格取得申出書を提出すること
ご注意ください

!

船員保険制度の見直し
平成22年1月から平成21年12月まで



　船員保険では、乗船中に発生した職務外の病気やけがに限り、下船した日から3ヵ月後（下船後三月満
了年月日※）までは、医療機関に「船員保険療養補償証明書」を提出することにより、自己負担なしで療
養を受けることができます。

下船後の療養補償の対象とならないもの

●乗船前から医療機関で治療を受けている病気やけが

● 乗船中に発病した病気やけがで、すでに療養補償証明書を使用して受診し、一度「下船後三月満了年月日」
を過ぎているもの

●自宅で発生した病気やけが

●乗船前に受けた健康診断でわかった病気の療養を下船後に受ける場合

● 歯（虫歯や歯周病等）の治療（ただし、長期間（1年以上操業・航海している遠洋マグロ漁船等）に継
続して乗船しているものについては、対象となります。）

船員保険の保険給付はどんなときに、
どれくらい？

◆職務外の病気やけが等で受けられる給付の種類

給付の種類 給付される場合 給付額

療養の給付 病気やけがで
必要な医療を受けたとき

療養費 立替払いをしたときなど

下船後の
　療養補償※6

乗船中に、
病気やけがをしたとき

＜療養に関する費用の給付割合＞
下船日から３カ月目の末日までの間は、自己負担なしで療養を受けることができます。
＊医療機関に療養補償証明書を提出する必要があります。

高額療養費

高額介護
合算療養費

医療費が高額
になったとき
●１カ月間の医療費自己負担に
ついて限度額を超える額を支
給します。

（介護保険の自己負担分との合
計額が著しく高額になったと
きは、高額介護合算療養費が
支給される場合があります。）

傷病手当金 病気やけがで仕事を休み
給与が受けられないとき

１日につき標準報酬日額の３分の２を、
３年の範囲で支給

出産手当金 出産のため仕事を休み
給与が受けられないとき

１日につき標準報酬日額の３分の２を、
妊娠の判明した日から、出産の日後56日の範囲で支給

出産育児一時金 妊娠４か月以上で
出産したとき

１児につき420,000円※2
「直接支払制度」を利用することで、出産育児一時金の請求手続きは医療機関等が行い、医療
機関等での窓口負担を軽減することができます。

葬祭料 死亡したとき 50,000円※３
葬祭料付加金 （被保険者の資格喪失時の標準報酬月額２カ月分※4－ 50,000円）※5

その他
※１　同一世帯で1年間（直近12カ月）に３回以上高額療養費の支給を受けている場合に、４回目から自己負担限度額が＜　＞の金額に変わります。（多数回該当）
※２　ただし、妊娠22週未満または産科医療補償制度に加入していない医療機関において出産した場合は、390,000円。
※３　死亡した方に家族がいない場合は、葬祭を行った人に50,000円の範囲で実際に葬祭に要した費用。
※４　家族（被扶養者）の方が死亡した場合は１．４カ月分。（家族葬祭料付加金）
※5　死亡した方に家族がいない場合は、葬祭を行った人に標準報酬月額の2ヵ月分の範囲で実際に葬祭に要した費用から葬祭料の額を控除した額。

義務教育就学前 ８割（患者負担２割）

70歳未満 ７割（患者負担３割）

一般 ９割（患者負担１割）
現役並み所得者 ７割（患者負担３割）

70歳以上

＜療養に要する費用の給付割合＞

＊現役並み所得者とは標準報酬月額 28万円以上の人

上位所得者 150,000円＋［（総医療費－500,000円）×１％］
＜多数回該当※１：83,400円＞

一般 80,100円＋［（総医療費－267,000円）×１％］
＜多数回該当※１：44,400円＞

低所得者 35,400円＜多数回該当※１：24,600円＞

所得区分 個人単位
（外来のみ） 世帯単位（外来＋入院）

現役並み
所得者 44,400円 80,100円＋［（総医療費－267,000円）×１％］

＜多数回該当※１：44,400円＞

一般 12,000円 44,400円

低所得者Ⅱ 24,600円

低所得者Ⅰ 15,000円8,000円

＜ 70歳未満の同一月内の自己負担限度額＞

＊上位所得者とは標準報酬月額53万円以上の人
＊低所得者とは住民税非課税世帯

＜ 70歳以上の同一月内の自己負担限度額＞

＊現役並み所得者とは標準報酬月額28万円以上の人であって、かつ収入が夫婦世帯520万円以上、
単身世帯では383万円以上の世帯の被保険者およびその被扶養者

＊低所得者Ⅱとは住民税非課税世帯
＊低所得者Ⅰとは住民税非課税世帯で年金収入80万円以下等

保険外併用療養費、訪問看護療養費、入院時食事療養費、入院時生活療養費、移送費

１　傷病手当金・出産手当金の支給に際し、報酬との調整が行われます。
２　家族（被扶養者）の方は、下船後の療養補償と傷病手当金・出産手当金の給付はありません。
３　疾病任意継続被保険者の方は、傷病手当金と出産手当金の給付については一定の要件が必要となります。

（  ）
◆職務上の病気やけが等で受けられる給付の種類（独自給付）

給付の種類 給付される場合 給付額

休業手当金 職務上の事由による病気やけがで
仕事を休み、給与が受けられないとき

①最初の日から３日間　
　標準報酬日額の全額を支給
②4ヵ月以内の期間（①及び④を除く）　
　 標準報酬日額の４割（同一事由について労災保険から特別支給金の支給が行われる場合
は、特別支給金の額を控除した額）を支給
③療養を開始した日から１年６ヵ月を経過した日以後の期間（①及び④を除く）
　標準報酬日額から労災保険法に定める額を控除した額の６割を支給
④ ４ヵ月以内の期間であって、療養を開始した日から起算して１年６ヵ月を
経過した日以後の期間（①を除く）

　②及び③に定める額の合算額を支給

行方不明手当金 乗船中、行方不明になり
１ヵ月以上経過したとき

１日につき、標準報酬日額相当額
（行方不明となった日の翌日から３カ月の範囲内で支給）

その他年金など

職務上の事由による傷病で障害が残ったとき
障害年金、障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金
職務上の事由で死亡し、遺族がいるとき
遺族年金、遺族一時金、遺族年金差額一時金

1 平成 22年１月から、職務上による傷病の給付等については、労災保険で支給することとなりましたが、従前の船員保険による給付水
準と差が出ることがあります。それを埋めるために設けられています。（船員保険の独自給付）

2 行方不明手当金以外は、労災保険にかかる上乗せ給付になります。上乗せ給付分は、労災保険から同一の事由により同様の給付がなけ
れば支給されません。上乗せ給付がある保険給付については、労働基準監督署と全国健康保険協会船員保険部の双方に請求を行って
ください。

ご注意ください

!

ご注意ください

!

※6

下船後の療養補償

※下船後三月満了年月日
「下船後三月満了年月日」は、下船日から３ヶ月後の応答日の前日の属する月の末日までとなりますので、療養補償証明書の「下船後三月満了年月日」
欄には、必ずその年月日をご記入ください。

【国（社会保険庁）が実施】

船員保険制度

職務外疾病部門
【全国健康保険協会が実施】
適用・徴収業務は健康保険制度と同様に日本年金機
構で厚生年金保険と一体的に実施

独
自
給
付労災保険制度

【国（厚生労働省）が実施】
労災保険相当部分を船員保険制度から切り離
し、労災保険制度に統合

職務上疾病・年金部門

雇用保険制度

【国（厚生労働省）が実施】
雇用保険相当部分を船員保険制度から切り離し、
雇用保険制度に統合

失業部門

船員保険制度

職務外疾病部門
（健康保険相当部分）

失業部門
（雇用保険相当部分）

職務上疾病・年金部門
（労災保険相当部分＋独自給付）

届出先

全国健康
保険協会
船員保険部

地方運輸局
公共職業安定所

都道府県労働局
労働基準監督署

　全国健康保険協会船員保険部で受付する書類    日本年金機構　年金事務所で受付する書類

各種お手続き・提出先のご案内
全国健康保険協会船員保険部では、加入者のみなさまの保険給付、健診・保健指導等にかかる手続きを扱っています。
被保険者資格の取得・喪失、保険料の納付などの手続き（疾病任意継続被保険者に関することを除く。）は管轄の年金事
務所へご提出ください。

職務外疾病保険給付に関すること
●各種保険給付の申請書
（療養費、傷病手当金、出産手当金、出産育児一時金、高額療養費、下
船後の療養補償　など）

疾病任意継続被保険者に関すること
●疾病任意継続被保険者資格取得申出書
●疾病任意継続被保険者被扶養者（異動） 届　など

保険証の再交付に関すること
●船員保険被保険者証再交付申請書
●船員保険高齢受給者証再交付申請書

貸付事業に関すること
●高額医療費貸付・出産費貸付の申込書

船員保険の独自給付に関すること
●休業手当金支給申請書・行方不明手当金請求書　など
●障害年金・遺族年金　など

保健事業（健診等）に関すること※
●生活習慣病予防健診
●特定健康診査　
※ 健診の実施については、財団法人船員保険会に委託しています。（詳しくは次ページを
ご覧下さい）

船舶所有者に関すること
●新規適用届　●名称・所在地変更届　など

被保険者資格に関すること
●被保険者資格取得届　●被保険者資格喪失届
●被扶養者（異動）届　●被保険者標準報酬月額変更届
●被保険者賞与支払届　など

船舶所有者の保険料に関すること
●保険料口座振替納付（変更）申出書　など

厚生年金・国民年金に関すること
●各種年金請求書　など

都道府県労働局で受付する書類

労働保険料の届出・納付に関すること

労働基準監督署で受付する書類

労災保険の届出に関すること
職務上疾病・年金（労災保険の給付）に関すること
●平成22年1月1日以降に発生した職務上の病気やけがの補償　など

地方運輸局で受付する書類
雇用保険に関すること
●離職後、船員の求人を探す場合の失業給付　など

公共職業安定所で受付する書類

雇用保険に関すること
●離職後、船員以外の求人を探す場合の失業給付
●教育訓練給付、雇用継続給付（育児休業給付、介護休業給付）など

＜疾病任意継続被保険者になるためには、以下の条件が必要となります＞
（１）退職日（資格喪失日の前日）までに継続して２カ月以上の被保険者期間

があること
（２）退職日の翌日から20日以内（20日目が土日・祝日の場合は翌営業日）に、

全国健康保険協会船員保険部へ資格取得申出書を提出すること
ご注意ください

!

船員保険制度の見直し
平成22年1月から平成21年12月まで



　船員保険では、乗船中に発生した職務外の病気やけがに限り、下船した日から3ヵ月後（下船後三月満
了年月日※）までは、医療機関に「船員保険療養補償証明書」を提出することにより、自己負担なしで療
養を受けることができます。

下船後の療養補償の対象とならないもの

●乗船前から医療機関で治療を受けている病気やけが

● 乗船中に発病した病気やけがで、すでに療養補償証明書を使用して受診し、一度「下船後三月満了年月日」
を過ぎているもの

●自宅で発生した病気やけが

●乗船前に受けた健康診断でわかった病気の療養を下船後に受ける場合

● 歯（虫歯や歯周病等）の治療（ただし、長期間（1年以上操業・航海している遠洋マグロ漁船等）に継
続して乗船しているものについては、対象となります。）

船員保険の保険給付はどんなときに、
どれくらい？

◆職務外の病気やけが等で受けられる給付の種類

給付の種類 給付される場合 給付額

療養の給付 病気やけがで
必要な医療を受けたとき

療養費 立替払いをしたときなど

下船後の
　療養補償※6

乗船中に、
病気やけがをしたとき

＜療養に関する費用の給付割合＞
下船日から３カ月目の末日までの間は、自己負担なしで療養を受けることができます。
＊医療機関に療養補償証明書を提出する必要があります。

高額療養費

高額介護
合算療養費

医療費が高額
になったとき
●１カ月間の医療費自己負担に
ついて限度額を超える額を支
給します。

（介護保険の自己負担分との合
計額が著しく高額になったと
きは、高額介護合算療養費が
支給される場合があります。）

傷病手当金 病気やけがで仕事を休み
給与が受けられないとき

１日につき標準報酬日額の３分の２を、
３年の範囲で支給

出産手当金 出産のため仕事を休み
給与が受けられないとき

１日につき標準報酬日額の３分の２を、
妊娠の判明した日から、出産の日後56日の範囲で支給

出産育児一時金 妊娠４か月以上で
出産したとき

１児につき420,000円※2
「直接支払制度」を利用することで、出産育児一時金の請求手続きは医療機関等が行い、医療
機関等での窓口負担を軽減することができます。

葬祭料 死亡したとき 50,000円※３
葬祭料付加金 （被保険者の資格喪失時の標準報酬月額２カ月分※4－ 50,000円）※5

その他
※１　同一世帯で1年間（直近12カ月）に３回以上高額療養費の支給を受けている場合に、４回目から自己負担限度額が＜　＞の金額に変わります。（多数回該当）
※２　ただし、妊娠22週未満または産科医療補償制度に加入していない医療機関において出産した場合は、390,000円。
※３　死亡した方に家族がいない場合は、葬祭を行った人に50,000円の範囲で実際に葬祭に要した費用。
※４　家族（被扶養者）の方が死亡した場合は１．４カ月分。（家族葬祭料付加金）
※5　死亡した方に家族がいない場合は、葬祭を行った人に標準報酬月額の2ヵ月分の範囲で実際に葬祭に要した費用から葬祭料の額を控除した額。

義務教育就学前 ８割（患者負担２割）

70歳未満 ７割（患者負担３割）

一般 ９割（患者負担１割）
現役並み所得者 ７割（患者負担３割）

70歳以上

＜療養に要する費用の給付割合＞

＊現役並み所得者とは標準報酬月額 28万円以上の人

上位所得者 150,000円＋［（総医療費－500,000円）×１％］
＜多数回該当※１：83,400円＞

一般 80,100円＋［（総医療費－267,000円）×１％］
＜多数回該当※１：44,400円＞

低所得者 35,400円＜多数回該当※１：24,600円＞

所得区分 個人単位
（外来のみ） 世帯単位（外来＋入院）

現役並み
所得者 44,400円 80,100円＋［（総医療費－267,000円）×１％］

＜多数回該当※１：44,400円＞

一般 12,000円 44,400円

低所得者Ⅱ 24,600円

低所得者Ⅰ 15,000円8,000円

＜ 70歳未満の同一月内の自己負担限度額＞

＊上位所得者とは標準報酬月額53万円以上の人
＊低所得者とは住民税非課税世帯

＜ 70歳以上の同一月内の自己負担限度額＞

＊現役並み所得者とは標準報酬月額28万円以上の人であって、かつ収入が夫婦世帯520万円以上、
単身世帯では383万円以上の世帯の被保険者およびその被扶養者

＊低所得者Ⅱとは住民税非課税世帯
＊低所得者Ⅰとは住民税非課税世帯で年金収入80万円以下等

保険外併用療養費、訪問看護療養費、入院時食事療養費、入院時生活療養費、移送費

１　傷病手当金・出産手当金の支給に際し、報酬との調整が行われます。
２　家族（被扶養者）の方は、下船後の療養補償と傷病手当金・出産手当金の給付はありません。
３　疾病任意継続被保険者の方は、傷病手当金と出産手当金の給付については一定の要件が必要となります。

（  ）
◆職務上の病気やけが等で受けられる給付の種類（独自給付）

給付の種類 給付される場合 給付額

休業手当金 職務上の事由による病気やけがで
仕事を休み、給与が受けられないとき

①最初の日から３日間　
　標準報酬日額の全額を支給
②4ヵ月以内の期間（①及び④を除く）　
　 標準報酬日額の４割（同一事由について労災保険から特別支給金の支給が行われる場合
は、特別支給金の額を控除した額）を支給
③療養を開始した日から１年６ヵ月を経過した日以後の期間（①及び④を除く）
　標準報酬日額から労災保険法に定める額を控除した額の６割を支給
④ ４ヵ月以内の期間であって、療養を開始した日から起算して１年６ヵ月を
経過した日以後の期間（①を除く）

　②及び③に定める額の合算額を支給

行方不明手当金 乗船中、行方不明になり
１ヵ月以上経過したとき

１日につき、標準報酬日額相当額
（行方不明となった日の翌日から３カ月の範囲内で支給）

その他年金など

職務上の事由による傷病で障害が残ったとき
障害年金、障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金
職務上の事由で死亡し、遺族がいるとき
遺族年金、遺族一時金、遺族年金差額一時金

1 平成 22年１月から、職務上による傷病の給付等については、労災保険で支給することとなりましたが、従前の船員保険による給付水
準と差が出ることがあります。それを埋めるために設けられています。（船員保険の独自給付）

2 行方不明手当金以外は、労災保険にかかる上乗せ給付になります。上乗せ給付分は、労災保険から同一の事由により同様の給付がなけ
れば支給されません。上乗せ給付がある保険給付については、労働基準監督署と全国健康保険協会船員保険部の双方に請求を行って
ください。

ご注意ください

!

ご注意ください

!

※6

下船後の療養補償

※下船後三月満了年月日
「下船後三月満了年月日」は、下船日から３ヶ月後の応答日の前日の属する月の末日までとなりますので、療養補償証明書の「下船後三月満了年月日」
欄には、必ずその年月日をご記入ください。

【国（社会保険庁）が実施】

船員保険制度

職務外疾病部門
【全国健康保険協会が実施】
適用・徴収業務は健康保険制度と同様に日本年金機
構で厚生年金保険と一体的に実施

独
自
給
付労災保険制度

【国（厚生労働省）が実施】
労災保険相当部分を船員保険制度から切り離
し、労災保険制度に統合

職務上疾病・年金部門

雇用保険制度

【国（厚生労働省）が実施】
雇用保険相当部分を船員保険制度から切り離し、
雇用保険制度に統合

失業部門

船員保険制度

職務外疾病部門
（健康保険相当部分）

失業部門
（雇用保険相当部分）

職務上疾病・年金部門
（労災保険相当部分＋独自給付）

届出先

全国健康
保険協会
船員保険部

地方運輸局
公共職業安定所

都道府県労働局
労働基準監督署

　全国健康保険協会船員保険部で受付する書類    日本年金機構　年金事務所で受付する書類

各種お手続き・提出先のご案内
全国健康保険協会船員保険部では、加入者のみなさまの保険給付、健診・保健指導等にかかる手続きを扱っています。
被保険者資格の取得・喪失、保険料の納付などの手続き（疾病任意継続被保険者に関することを除く。）は管轄の年金事
務所へご提出ください。

職務外疾病保険給付に関すること
●各種保険給付の申請書
（療養費、傷病手当金、出産手当金、出産育児一時金、高額療養費、下
船後の療養補償　など）

疾病任意継続被保険者に関すること
●疾病任意継続被保険者資格取得申出書
●疾病任意継続被保険者被扶養者（異動） 届　など

保険証の再交付に関すること
●船員保険被保険者証再交付申請書
●船員保険高齢受給者証再交付申請書

貸付事業に関すること
●高額医療費貸付・出産費貸付の申込書

船員保険の独自給付に関すること
●休業手当金支給申請書・行方不明手当金請求書　など
●障害年金・遺族年金　など

保健事業（健診等）に関すること※
●生活習慣病予防健診
●特定健康診査　
※ 健診の実施については、財団法人船員保険会に委託しています。（詳しくは次ページを
ご覧下さい）

船舶所有者に関すること
●新規適用届　●名称・所在地変更届　など

被保険者資格に関すること
●被保険者資格取得届　●被保険者資格喪失届
●被扶養者（異動）届　●被保険者標準報酬月額変更届
●被保険者賞与支払届　など

船舶所有者の保険料に関すること
●保険料口座振替納付（変更）申出書　など

厚生年金・国民年金に関すること
●各種年金請求書　など

都道府県労働局で受付する書類

労働保険料の届出・納付に関すること

労働基準監督署で受付する書類

労災保険の届出に関すること
職務上疾病・年金（労災保険の給付）に関すること
●平成22年1月1日以降に発生した職務上の病気やけがの補償　など

地方運輸局で受付する書類
雇用保険に関すること
●離職後、船員の求人を探す場合の失業給付　など

公共職業安定所で受付する書類

雇用保険に関すること
●離職後、船員以外の求人を探す場合の失業給付
●教育訓練給付、雇用継続給付（育児休業給付、介護休業給付）など

＜疾病任意継続被保険者になるためには、以下の条件が必要となります＞
（１）退職日（資格喪失日の前日）までに継続して２カ月以上の被保険者期間

があること
（２）退職日の翌日から20日以内（20日目が土日・祝日の場合は翌営業日）に、

全国健康保険協会船員保険部へ資格取得申出書を提出すること
ご注意ください

!

船員保険制度の見直し
平成22年1月から平成21年12月まで



私たちの海運と水産を支える

船員とご家族みなさまの船員とご家族みなさまの
健康と福祉を全力で支援し健康と福祉を全力で支援しますます

職務外の事由により病気やけがをした場合の給付、
船員労働の特性に応じた独自の給付を行っています。

船員保険

〒102-8016 東京都千代田区富士見2-7-2
ステージビルディング14階

0570-300-800
03-6862-3060（IP電話・PHSご利用の方）
平日9：00～17：45（土・日・祝日・年末年始（12/29~1/3）を除く）

●全国健康保険協会  船員保険部
　http://www.kyoukaikenpo.or.jp/15.html 検索船員保険部

ホームページのご案内

H23.11

全国健康保険協会ホーム〉船員保険

● 年度当初に、船員保険情報センターから船舶所有者様
宛に受診券をお送りします。船舶所有者様よりお受け
取りください。
　 （疾病任意継続被保険者の方には、受診券をご自宅にお
送りします）

【新たに被保険者になられた方、受診券を紛失された方】
申込書※1に必要事項を記載し、保険証の写しを添付の
上、船員保険情報センターまで郵送かFAXでお送りく
ださい。

① 受診券の受取り

● 受け取った受診券で、生活習慣病予防健診を受診することが
できます。受診を希望する健診機関に予約をしてください。

② 健診機関※2に予約

生活習慣病予防健診（ご本人）お申込の流れ

● 年度当初に、船員保険情報センターから船舶所有者様
宛に受診券をお送りします。被保険者の方を通じてお
受け取りください。
　 （疾病任意継続被保険者の方のご家族には、受診券をご
自宅にお送りします）

【新たに被扶養者になられた方、受診券を紛失された方】
申込書※1に必要事項を記載し、保険証の写しを添付の
上、船員保険情報センターまで郵送かFAXで直接お送
りください。

① 受診券の受取り

特定健康診査（ご家族）お申込の流れ

● 受け取った受診券で、特定健康診査を受診することがで
きます。受診を希望する健診機関に予約をしてください。

② 健診機関※2に予約

財団法人　船員保険会 船員保険情報センター
http://www.sempos.or.jp

〒 240-0066　神奈川県横浜市保土ヶ谷区釜台町 43-2

TEL 045-335-3931　FAX 050-3156-0501

ついて

※生活習慣病予防健診・特定健康診査の実施に関する事務は、財団法人船員保険会に委託しています。

船員保険では

健診と保健指導で加入者とご家族みなさまの
健康をバックアップします。

　全国健康保険協会船員保険部では、加入者のみなさまの健康増進を図るために、健診や保健指導などの
保健事業を実施しています。みなさまの病気の早期発見・予防のために1年に１回は健診を受けましょう。

健診の種類 主な検査内容 対象者 受診者負担上限額

一般健診

6,425円

一般健診
（巡回健診車の場合） 4,610円

総合健診
眼圧検査や肺機能検査、腹
部超音波検査など、一般健
診より精密な健診です。

11,236円

眼底検査 眼底カメラ 40歳以上の方（医師が必要
と判断した場合のみ実施） 76円

ＨＣＶ抗体検査 ＨＣＶ抗体検査
ＨＢｓ抗原検査

過去にこの検査を受けたこ
とがない希望者のみ実施 441円

子宮細胞診検査 膣指膏顕微鏡検査
（スメア式）

当該年度において偶数年齢
に達する希望者 630円

         乳房エックス線
         検査（一方向） 内外斜位方向撮影 当該年度において50歳以上

の偶数年齢に達する希望者 1,036円

         乳房エックス線
         検査（ニ方向）

内外斜位方向撮影
頭尾方向撮影

当該年度において40歳以上
50歳未満の偶数年齢に達す
る希望者

1,610円

健診の種類 主な検査内容 対象者 最高補助額※

基本的な健診
・問診（喫煙歴・服薬歴等）
・診察（聴打診等）
・身体計測
・血圧測定
・血中脂質検査
・肝機能検査
・尿検査 (尿糖・尿蛋白 )

5,400円

詳細な健診 貧血検査
心電図検査
眼底検査（両眼）

3,400円

・問診（喫煙歴・服薬歴等）
・診察（聴打診等）
・血圧測定
・身体計測
・視力検査
・聴力測定
・心電図検査
・尿検査
・便潜血反応検査  （原則２日法）
・胸部・胃部レントゲン
・血液検査　など

今年度35歳以上
75歳未満の方

生活習慣病予防健診（ご本人）

特定健康診査（ご家族）

※がん検診（胃がん、乳がん、子
宮がん等）については、船員保険
では実施しませんので、ご希望の場
合は、居住されている市区町村が
実施する制度等をご利用ください。

今年度40歳以上
75歳未満の方
（今年度で75歳を迎える方は、誕
生日から後期高齢者医療制度の加
入者となりますので、誕生日の前
日までに受診を終えていただく必
要があります。

※健診費用総額から補助額を引いた額が受診者負担額になります。受診者負担額は、指定実施機関にご確認ください。

特定保健指導

一
般
健
診・総
合
健
診
と
セ
ッ
ト
で
の
受
診

診察や尿、血液を採取して
の検査、胸や胃のレントゲ
ン検査など全般的な検査を
行います。

（医師が必要と判断した場合のみ実施）

健診後、メタボリック
シンドロームに着目し、
生活習慣の改善が必要
な方に保健指導を行っ
ています。

お申込方法

・船員保険情報セン
ターより、船員保険
特定保健指導利用券
が対象の方に交付さ
れます。

・特定保健指導は、船
員保険会の指定実
施機関で受けられま
す。

指定実施機関は船員保険
会ホームページでご確認
いただくか、船員保険情
報センターにお問い合わ
せください。

健診・保健指導のお申込・お問合せ先

※ 1 生活習慣病予防健診・特定健康診査などの申込書は、船員保険会ホームページからダウンロードできます。
※ 2 受診できる健診機関は、船員保険会ホームページでご確認いただくか、船員保険情報センターまでお問い合わせください。



私たちの海運と水産を支える

船員とご家族みなさまの船員とご家族みなさまの
健康と福祉を全力で支援し健康と福祉を全力で支援しますます

職務外の事由により病気やけがをした場合の給付、
船員労働の特性に応じた独自の給付を行っています。

船員保険

〒102-8016 東京都千代田区富士見2-7-2
ステージビルディング14階

0570-300-800
03-6862-3060（IP電話・PHSご利用の方）
平日9：00～17：45（土・日・祝日・年末年始（12/29~1/3）を除く）

●全国健康保険協会  船員保険部
　http://www.kyoukaikenpo.or.jp/15.html 検索船員保険部

ホームページのご案内
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全国健康保険協会ホーム〉船員保険

● 年度当初に、船員保険情報センターから船舶所有者様
宛に受診券をお送りします。船舶所有者様よりお受け
取りください。
　 （疾病任意継続被保険者の方には、受診券をご自宅にお
送りします）

【新たに被保険者になられた方、受診券を紛失された方】
申込書※1に必要事項を記載し、保険証の写しを添付の
上、船員保険情報センターまで郵送かFAXでお送りく
ださい。

① 受診券の受取り

● 受け取った受診券で、生活習慣病予防健診を受診することが
できます。受診を希望する健診機関に予約をしてください。

② 健診機関※2に予約

生活習慣病予防健診（ご本人）お申込の流れ

● 年度当初に、船員保険情報センターから船舶所有者様
宛に受診券をお送りします。被保険者の方を通じてお
受け取りください。
　 （疾病任意継続被保険者の方のご家族には、受診券をご
自宅にお送りします）

【新たに被扶養者になられた方、受診券を紛失された方】
申込書※1に必要事項を記載し、保険証の写しを添付の
上、船員保険情報センターまで郵送かFAXで直接お送
りください。

① 受診券の受取り

特定健康診査（ご家族）お申込の流れ

● 受け取った受診券で、特定健康診査を受診することがで
きます。受診を希望する健診機関に予約をしてください。

② 健診機関※2に予約

財団法人　船員保険会 船員保険情報センター
http://www.sempos.or.jp

〒 240-0066　神奈川県横浜市保土ヶ谷区釜台町 43-2

TEL 045-335-3931　FAX 050-3156-0501

ついて

※生活習慣病予防健診・特定健康診査の実施に関する事務は、財団法人船員保険会に委託しています。

船員保険では

健診と保健指導で加入者とご家族みなさまの
健康をバックアップします。

　全国健康保険協会船員保険部では、加入者のみなさまの健康増進を図るために、健診や保健指導などの
保健事業を実施しています。みなさまの病気の早期発見・予防のために1年に１回は健診を受けましょう。

健診の種類 主な検査内容 対象者 受診者負担上限額

一般健診

6,425円

一般健診
（巡回健診車の場合） 4,610円

総合健診
眼圧検査や肺機能検査、腹
部超音波検査など、一般健
診より精密な健診です。

11,236円

眼底検査 眼底カメラ 40歳以上の方（医師が必要
と判断した場合のみ実施） 76円

ＨＣＶ抗体検査 ＨＣＶ抗体検査
ＨＢｓ抗原検査

過去にこの検査を受けたこ
とがない希望者のみ実施 441円

子宮細胞診検査 膣指膏顕微鏡検査
（スメア式）

当該年度において偶数年齢
に達する希望者 630円

         乳房エックス線
         検査（一方向） 内外斜位方向撮影 当該年度において50歳以上

の偶数年齢に達する希望者 1,036円

         乳房エックス線
         検査（ニ方向）

内外斜位方向撮影
頭尾方向撮影

当該年度において40歳以上
50歳未満の偶数年齢に達す
る希望者

1,610円

健診の種類 主な検査内容 対象者 最高補助額※

基本的な健診
・問診（喫煙歴・服薬歴等）
・診察（聴打診等）
・身体計測
・血圧測定
・血中脂質検査
・肝機能検査
・尿検査 (尿糖・尿蛋白 )

5,400円

詳細な健診 貧血検査
心電図検査
眼底検査（両眼）

3,400円

・問診（喫煙歴・服薬歴等）
・診察（聴打診等）
・血圧測定
・身体計測
・視力検査
・聴力測定
・心電図検査
・尿検査
・便潜血反応検査  （原則２日法）
・胸部・胃部レントゲン
・血液検査　など

今年度35歳以上
75歳未満の方

生活習慣病予防健診（ご本人）

特定健康診査（ご家族）

※がん検診（胃がん、乳がん、子
宮がん等）については、船員保険
では実施しませんので、ご希望の場
合は、居住されている市区町村が
実施する制度等をご利用ください。

今年度40歳以上
75歳未満の方
（今年度で75歳を迎える方は、誕
生日から後期高齢者医療制度の加
入者となりますので、誕生日の前
日までに受診を終えていただく必
要があります。

※健診費用総額から補助額を引いた額が受診者負担額になります。受診者負担額は、指定実施機関にご確認ください。

特定保健指導

一
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診察や尿、血液を採取して
の検査、胸や胃のレントゲ
ン検査など全般的な検査を
行います。

（医師が必要と判断した場合のみ実施）

健診後、メタボリック
シンドロームに着目し、
生活習慣の改善が必要
な方に保健指導を行っ
ています。

お申込方法

・船員保険情報セン
ターより、船員保険
特定保健指導利用券
が対象の方に交付さ
れます。

・特定保健指導は、船
員保険会の指定実
施機関で受けられま
す。

指定実施機関は船員保険
会ホームページでご確認
いただくか、船員保険情
報センターにお問い合わ
せください。

健診・保健指導のお申込・お問合せ先

※ 1 生活習慣病予防健診・特定健康診査などの申込書は、船員保険会ホームページからダウンロードできます。
※ 2 受診できる健診機関は、船員保険会ホームページでご確認いただくか、船員保険情報センターまでお問い合わせください。


